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平成27年 第２回（定例）木 城 町 議 会 会 議 録（第３日） 

                             平成27年３月16日（月曜日） 

 

議事日程（第３号） 

                         平成27年３月16日  午前９時00分開議 

 日程第１ 各常任委員会・予算審査特別委員会付託議案審査結果報告 

      １）総務常任委員会付託議案（１４件） 

      議案第８号 西都児湯公平委員会等共同設置に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定について 

      議案第９号 教育長の勤務時間及び職務専念義務の特例に関する条例の制定につい

て 

      議案第10号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

      議案第11号 木城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設の利用者負担額に

関する条例の制定について 

      議案第13号 木城町営墓地の設置及び管理に関する条例の制定について 

      議案第14号 木城町役場課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第16号 木城町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第17号 木城町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第18号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

      議案第19号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

      議案第22号 木城町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第23号 木城町敬老年金条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第24号 木城町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第29号 木城町保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定について 

      ２）産業建設常任委員会付託議案（９件） 

      議案第７号 財産の取得について 

      議案第12号 石河内テニスコートの設置及び管理に関する条例の制定について 

      議案第15号 木城町総合計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について 
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      議案第20号 木城町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第25号 木城町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

      議案第26号 木城町営一般住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

      議案第27号 木城町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第28号 木城町下水道事業受益者分担金に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

      議案第30号 石河内テニスコートの指定管理者の指定について 

      ３）予算審査特別委員会付託議案（６件） 

      議案第31号 平成２７年度木城町一般会計予算 

      議案第32号 平成２７年度木城町国民健康保険事業特別会計予算 

      議案第33号 平成２７年度木城町簡易水道事業特別会計予算 

      議案第34号 平成２７年度木城町下水道事業特別会計予算 

      議案第35号 平成２７年度木城町介護保険特別会計予算 

      議案第36号 平成２７年度木城町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第２ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第３ 発委第１号 木城町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第４ 各常任委員会委員長・議会運営委員会委員長・議会広報編集特別委員会委員長報告 

 日程第５ 委員会の閉会中の継続審査 

 日程第６ 各委員会の閉会中の調査 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 各常任委員会・予算審査特別委員会付託議案審査結果報告 

      １）総務常任委員会付託議案（１４件） 

      議案第８号 西都児湯公平委員会等共同設置に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定について 

      議案第９号 教育長の勤務時間及び職務専念義務の特例に関する条例の制定につい

て 

      議案第10号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

      議案第11号 木城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設の利用者負担額に



- 63 - 

関する条例の制定について 

      議案第13号 木城町営墓地の設置及び管理に関する条例の制定について 

      議案第14号 木城町役場課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第16号 木城町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第17号 木城町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第18号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

      議案第19号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

      議案第22号 木城町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第23号 木城町敬老年金条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第24号 木城町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第29号 木城町保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定について 

      ２）産業建設常任委員会付託議案（９件） 

      議案第７号 財産の取得について 

      議案第12号 石河内テニスコートの設置及び管理に関する条例の制定について 

      議案第15号 木城町総合計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第20号 木城町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第25号 木城町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

      議案第26号 木城町営一般住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

      議案第27号 木城町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第28号 木城町下水道事業受益者分担金に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

      議案第30号 石河内テニスコートの指定管理者の指定について 

      ３）予算審査特別委員会付託議案（６件） 

      議案第31号 平成２７年度木城町一般会計予算 

      議案第32号 平成２７年度木城町国民健康保険事業特別会計予算 

      議案第33号 平成２７年度木城町簡易水道事業特別会計予算 

      議案第34号 平成２７年度木城町下水道事業特別会計予算 

      議案第35号 平成２７年度木城町介護保険特別会計予算 
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      議案第36号 平成２７年度木城町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第２ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第３ 発委第１号 木城町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第４ 各常任委員会委員長・議会運営委員会委員長・議会広報編集特別委員会委員長報告 

 日程第５ 委員会の閉会中の継続審査 

 日程第６ 各委員会の閉会中の調査 

────────────────────────────── 

出席議員（10名） 

１番 後藤 和実君       ２番 堀田 燧幸君 

３番 渕上 三月君       ５番 税田 輝房君 

６番 神野 源生君       ７番 山田 秋吉君 

８番 宮﨑 勝正君       ９番 中竹 義一君 

10番 中村 一也君       11番 原   博君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 渕上 達也君   議事調査係長 鍋倉 貴行君 

書  記 稲田 宏美君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  田口 晃史君   副町長  横田  学君 

教育長  中竹 聖子君   総務課長  中村 宏規君 

財政課長  石井 雄二君   会計管理者  伊藤  章君 

企画課長  萩原 一也君   環境整備課長  河野 浩俊君 

教育課長  中井 諒二君   税務課長  津江 邦彦君 

福祉保健課長  小野 浩司君   町民課長  押川 道彦君 

産業振興課長  間腑田辰郎君   監査委員  桑原 正憲君 

 

午前９時00分開議 
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○事務局長（渕上 達也君）  皆様、おはようございます。 

 議会の開会に先立ち、ご案内いたします。傍聴席での写真撮影及び録音等は禁止されています。

携帯電話をお持ちの方はマナーモードにされるか、電源をお切りくださるようお願いいたします。

いま一度ご確認ください。 

 それでは皆様、ご起立ください。一同、礼。ご着席ください。 

○議長（原   博）  おはようございます。定刻になりました。ただいまの出席議員は１０名で

す。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、日程の追加がありましたので、本日開催いたしました議会運営委員会で協

議の上、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 ここで、議事日程の第３号について変更を申し上げます。 

 先ほどの議会運営委員会において、日程番号４番を省き、５、６、７番を４、５、６番に繰り

上げることに決定したので報告します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．各常任委員会・予算審査特別委員会付託議案審査結果報告 

○議長（原   博）  日程第１、各常任委員会・予算審査特別委員会付託議案審査結果報告を行

います。 

 まず、総務常任委員会付託議案１４件、議案第８号、西都児湯公営委員会等共同設置に伴う関

係条例の整理に関する条例の制定について、議案第９号、教育長の勤務時間及び職務専念義務の

特例に関する条例の制定について、議案第１０号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、議案第１１号、

木城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設の利用者負担額に関する条例の制定について、

議案第１３号、木城町営墓地の設置及び管理に関する条例の制定について、議案第１４号、木城

町役場課設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１６号、木城町行政手続条例の

一部を改正する条例の制定について、議案第１７号、木城町職員定数条例の一部を改正する条例

の制定について、議案第１８号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について、議案第１９号、一般職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例の制定について、議案第２２号、木城町立保育所設置条例の一部を改正する条例

の制定について、議案第２３号、木城町敬老年金条例の一部を改正する条例の制定について、議

案第２４号、木城町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２９号、木城町

保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定について、以上、１４件について総務常任委員会

の審査結果報告を登壇の上、求めます。委員長、堀田燧幸君。２番。 
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○総務常任委員会委員長（堀田 燵幸君）  平成２７年第２回木城町議会定例会において、総務常

任委員会に審査付託されました事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第

７６条の規定により報告を行います。 

 審査期日は、３月１０日の１日間、総務常任委員会室において、委員５名の全委員が出席し、

町長部局の課長以下関係職員、教育委員会においては、教育長、教育課長、関係職員の出席を求

め、議案の説明を受け、慎重に審査を行いました。 

 まず、議案第８号、西都児湯公平委員会等共同設置に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

について、原案可決です。 

 次に、議案第９号、教育長の勤務時間及び職務専念義務の特例に関する条例の制定について、

原案可決です。 

 次に、議案第１０号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、原案可決です。 

 次に、議案第１１号、木城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設の利用者負担額に関

する条例の制定について、原案可決です。 

 次に、議案第１３号、木城町営墓地の設置及び管理に関する条例の制定について、原案可決で

す。 

 次に、議案第１４号、木城町役場課設置条例の一部を改正する条例の制定について、原案可決

です。 

 次に、議案第１６号、木城町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について、原案可決で

す。 

 次に、議案第１７号、木城町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について、原案可決で

す。 

 次に、議案第１８号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例の制定について、原案可決です。 

 次に、議案第１９号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、

原案可決です。 

 次に、議案第２２号、木城町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について、原案可

決です。 

 次に、議案第２３号、木城町敬老年金条例の一部を改正する条例の制定について、原案可決で

す。 

 次に、議案第２４号、木城町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、原案可決で

す。 
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 次に、議案第２９号、木城町保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定について、原案可

決です。 

 以上で、総務常任委員会付託議案の審査結果報告を終わります。 

○議長（原   博）  以上で、総務常任委員長の報告が終わりました。 

 次に、産業建設常任委員会付託議案９件、議案第７号、財産の取得について、議案第１２号、

石河内テニスコートの設置及び管理に関する条例の制定について、議案第１５号、木城町総合計

画審議会条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２０号、木城町手数料徴収条例の一

部を改正する条例の制定について、議案第２５号、木城町営住宅の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定について、議案第２６号、木城町営一般住宅の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２７号、木城町下水道条例の一部を改正する

条例の制定について、議案第２８号、木城町下水道事業受益者分担金に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、議案第３０号、石河内テニスコートの指定管理者の指定について、以

上９件について、産業建設常任委員会の審査結果報告を登壇の上、求めます。委員長、後藤和実

君。１番。 

○産業建設常任委員会委員長（後藤 和実君）  産業建設常任委員会に付託されました事件は９件

でございます。審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第７６条の規定により報告いた

します。 

 議案第７号、財産の取得について、原案可決です。 

 議案第１２号、石河内テニスコートの設置及び管理に関する条例の制定について、原案可決で

す。 

 議案第１５号、木城町総合計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について、原案可決で

す。 

 議案第２０号、木城町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、原案可決です。 

 議案第２５号、木城町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、原案可決です。 

 議案第２６号、木城町営一般住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、原案可決です。 

 議案第２７号、木城町下水道条例の一部を改正する条例の制定について、原案可決です。 

 議案第２８号、木城町下水道事業受益者分担金に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、原案可決です。 

 議案第３０号、石河内テニスコートの指定管理者の指定について、原案可決です。 

 以上で、産業建設常任委員会付託議案の審査結果報告を終わります。 



- 68 - 

○議長（原   博）  以上で、産業建設常任委員長の報告は終わりました。 

 ただいまより、１議案ごとに質疑を行います。 

 まず、議案第７号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第８号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第９号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１０号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１１号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１２号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１３号に対する質疑はありませんか。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１４号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１５号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１６号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 
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 次に、議案第１７号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１８号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１９号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２０号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２２号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２３号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２４号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２５号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２６号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２７号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２８号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２９号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３０号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 以上で、各常任委員会付託議案に対する質疑を終わります。 

 次に、予算審査特別委員会付託議案６件、議案第３１号、平成２７年度木城町一般会計予算、

議案第３２号、平成２７年度木城町国民健康保険事業特別会計予算、議案第３３号、平成２７年

度木城町簡易水道事業特別会計予算、議案第３４号、平成２７年度木城町下水道事業特別会計予

算、議案第３５号、平成２７年度木城町介護保険特別会計予算、議案第３６号、平成２７年度木

城町後期高齢者医療特別会計予算、以上、６件について、予算審査特別委員会の審査結果報告を

登壇の上、求めます。委員長、宮﨑勝正君。８番。 

○予算審査特別委員会委員長（宮﨑 勝正君）  平成２７年第２回木城町議会定例会において、予

算審査特別委員会に審査付託されました事件は６件です。審査の結果、次のとおり決定したので、

会議規則第７６条の規定により報告を行います。審査期日は、３月１１日、１２日の２日間、役

場３階大会議室において、委員１０名の全員が出席し、町長部局の課長以下関係職員、教育委員

会においては教育長、教育課長以下、農業委員会においては事務局長、関係職員の出席を求め、

議案の説明を受け、慎重に審査を行いました。 

 まず、議案第３１号、平成２７年度木城町一般会計予算、原案可決です。 

 今回の審査において、議案第３１号に関する意見がありましたので、報告いたします。税収が

大きく減少していく中で事業を取り組むには歳出削減が必要である。特に、各種団体への補助金、

助成金及び委託料、指定管理費については見直しが必要であり、町民から行政への信頼を失うこ

とのないよう、法令を遵守した予算の作成及び執行、行政運営を強く求めます。 

 次に、議案第３２号、平成２７年度木城町国民健康保険事業特別会計予算、原案可決です。 

 次に、議案第３３号、平成２７年度木城町簡易水道事業特別会計予算、原案可決です。 

 次に、議案第３４号、平成２７年度木城町下水道事業特別会計予算、原案可決です。 

 次に、議案第３５号、平成２７年度木城町介護保険特別会計予算、原案可決です。 

 次に、議案第３６号、平成２７年度木城町後期高齢者医療特別会計予算、原案可決です。 

 以上で、予算審査特別委員会付託議案の審査結果報告を終わります。 

○議長（原   博）  以上で、予算審査特別委員長の報告は終わりました。 
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 ただいま予算審査特別委員会委員長より報告のありました議案第３１号から議案第３６号に至

る６議案については、全員により審査いたしましたので質疑は省略いたしたいと思いますが、こ

れにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  ご異議なしと認めます。よって、議案第３１号から議案第３６号に至る

６議案の質疑については、省略することに決定いたしました。 

 ただいまより、委員会付託議案の２９議案について、議案番号順に従い討論、採決を行います。 

 なお、採決は起立によることといたします。 

 まず、議案第７号、財産の取得について、本案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決

であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号、西都児湯公平委員会等共同設置に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

について、本案に対する総務常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号、教育長の勤務時間及び職務専念義務の特例に関する条例の制定について、

本案に対する総務常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１０号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、本案に対する総務常任委員長の報告は原案

可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１１号、木城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設の利用者負担額に関

する条例の制定について、本案に対する総務常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１２号、石河内テニスコートの設置及び管理に関する条例の制定について、本案

に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１３号、木城町営墓地の設置及び管理に関する条例の制定について、本案に対す

る総務常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１４号、木城町役場課設置条例の一部を改正する条例の制定について、本案に対

する総務常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１５号、木城町総合計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について、本案

に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 



- 74 - 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１６号、木城町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について、本案に対す

る総務常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１７号、木城町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について、本案に対す

る総務常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１８号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例の制定について、本案に対する総務常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１９号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、

本案に対する総務常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２０号、木城町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、本案に対

する産業建設常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２２号、木城町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について、本案に

対する総務常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２３号、木城町敬老年金条例の一部を改正する条例の制定について、本案に対す
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る総務常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２４号、木城町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、本案に対す

る総務常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２５号、木城町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、本案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２６号、木城町営一般住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、本案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２７号、木城町下水道条例の一部を改正する条例の制定について、本案に対する

産業建設常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２８号、木城町下水道事業受益者分担金に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、本案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第２９号、木城町保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定について、本案に

対する総務常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３０号、石河内テニスコートの指定管理者の指定について、本案に対する産業建

設常任委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３１号、平成２７年度木城町一般会計予算、本案に対する予算審査特別委員長の

報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３２号、平成２７年度木城町国民健康保険事業特別会計予算、本案に対する予算

審査特別委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 
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 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３３号、平成２７年度木城町簡易水道事業特別会計予算、本案に対する予算審査

特別委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３４号、平成２７年度木城町下水道事業特別会計予算、本案に対する予算審査特

別委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３５号、平成２７年度木城町介護保険特別会計予算、本案に対する予算審査特別

委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３６号、平成２７年度木城町後期高齢者医療特別会計予算、本案に対する予算審

査特別委員長の報告は原案可決であります。 

 ただいまより討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．諮問第１号 

○議長（原   博）  日程第２、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といた

します。 

 質疑は終了しておりますので、これより本件に対する討論、採決を行います。 

 なお、採決は起立によることといたします。 

 本件に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。 

 本件に対して、西村ミチ子君を適任とすることに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦については、

西村ミチ子君を適任とすることに決定いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．発委第１号 

○議長（原   博）  日程第３、発委第１号、木城町議会委員会条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

 発委第１号については朗読を省略し、提出者、議会運営委員会委員長、山田秋吉君の趣旨説明

を登壇の上、求めます。７番。 
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○議会運営委員会委員長（山田 秋吉君）  委員会条例改正案の趣旨説明を行います。 

 木城町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についての趣旨説明をいたします。 

 本案は、執行部局において企画課の名称をまちづくり推進課に変更することに伴うものと地方

教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、教育長が教育委員長を兼ねることとな

ったことに伴い、委員会の出席要求の対象者を教育委員会の委員長から教育長へ改めること等に

伴い、木城町議会委員会条例の関係部分を改正するために提案するものであります。ご審議の上、

可決くださいますようお願い申し上げまして、趣旨説明といたします。 

○議長（原   博）  提出者の趣旨説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。発委第１号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  質疑なしと認めます。 

 これより発委第１号に対する討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  討論がありませんので、採決に入ります。本案は原案のとおり決定するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原   博）  賛成全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．各常任委員会委員長・議会運営委員会委員長・議会広報編集特別委員会委員長報告 

○議長（原   博）  日程第４、各常任委員会委員長、議会運営委員会委員長、特別委員会委員

長報告を行います。 

 これから登壇の上、各委員長の報告を求めます。 

 まず、総務常任委員会委員長、堀田燧幸君。２番。 

○総務常任委員会委員長（堀田 燵幸君）  総務常任委員会としては、特段報告することはござい

ません。 

○議長（原   博）  産業建設常任委員長、後藤和実君。１番。 

○産業建設常任委員会委員長（後藤 和実君）  産業建設常任委員会、所管事務調査研修報告を行

います。平成２６年１１月１７日から１８日に群馬県昭和村と長野県御代田町で研修を行いまし

た。参加者は、産業建設常任委員５名と議会事務局職員２名であります。研修の目的は、コンニ

ャク栽培技術及び販売等について、耕作放棄地解消に向けた取り組みについてであります。 
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 まず、群馬県昭和村ですが、赤城山の裾野西北麓に位置し、標高５００メートルから８００メー

トル付近までゆるい傾斜地をなす赤城高原地帯であります。昭和村の農家戸数は７１３戸、基幹

的農業従事者数は１,４６９人、耕地面積は２,３９０ヘクタールで、農地の畑率は９７％であり

ます。主な作物は、生産量日本一のコンニャク、レタスを中心とした土地利用型作物であります。

また、ハウスを利用したホウレンソウやトマトの栽培を行っており「やさい王国」といわれてい

ます。 

 コンニャクの栽培については、３月から４月に土壌整備、５月から６月に作付け、１１月に収

穫、貯蔵、出荷を行います。コンニャク芋は３年以上栽培したものが、出荷ができるようになる

まで長い期間がかかります。また、種芋の貯蔵管理が極めて重要であり、掘りとり作業は午前中

に行い、圃場で十分乾かし、貯蔵庫内で扇風機などで風を当てて十分乾燥させます。貯蔵庫の温

度は、７度から１０度で、湿度は７０％から７５％を保つため、湿度が高い場合は窓を開け、扇

風機などで空気を循環させ、カビや腐敗が発生しないように温湿度を均一にする管理をしていま

す。 

 行政とＪＡのかかわり方は、ＪＡの活動と行政上の農業施策の推進が共通する場合に連携して

対応しており、ＪＡが生産部会を組織し、生産、販売、作柄情報、消費、原料商、練屋情報など

については農業事務所、全農県本部と連携し対応しています。 

商品化については、商工会が平成２０年度にＪＡＰＡＮブランド育成事業委員会を立ち上げ、

役場職員も委員となり事業に取り組み、いろいろな試作品を開発し、国内はもちろん海外でもト

ップセールスを行い事業展開をしています。 

 次に長野県御代田町ですが、御代田町での農業はレタス、白菜、キャベツの葉物３品を基幹作

物とし、県下有数の高原野菜産地として発展しています。農業振興地域は１,６９１へクタール

あり、そのうち７６６ヘクタールが農用地区域に指定されています。水田の圃場整備は６６％、

畑の圃場整備率は２８％となっており、また、畑かん施設は２４７ヘクタールが整備され、農業

生産基盤の強化を進めています。 

 しかし、農業振興地域内の農用地区域外では、住宅地などの開発もあり農地のスプロール化や

混在化が進み、土地利用上の問題が増加し、農業従事者の高齢化、後継者不足などの問題が深刻

化している状況です。そこで、増え続ける耕作放棄地対策として、平成１２年度に遊休地化して

いる農地の整備と管理を行う「塩野中山間地域営農事業組合」を設立し、将来にわたって持続的

な農業生産活動を可能にするため、関係者が一致協力して取り組んでいます。 

主な事業は、維持管理として土手の草刈りの実施、水路・農道の保全、農産物の販売、雇用の

確保、地産池消の推進として農産物直売所の運営、転作と景観作物の作付け推進に、そば、麦の

作付け、収穫、販売をしております。また、おにかけうどん推進研究会と共同事業で、小麦の播
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種から製粉事業に取り組んでいます。そばと同一の製粉機で小麦の製粉を行うと、そばアレル

ギー発症のおそれがあるため、平成２６年度に、新たに小麦専用の製粉機を導入し保管庫も設置

し、今後の商品開発にも力を入れています。 

 総括、本町でも、平成２６年８月５日に木城コンニャクの郷づくり事業協同組合が設立され、

７名の構成員で活動されています。加工場を石井記念友愛社の敷地内に設置し、友愛社と連携を

図りながら事業に取り組んでいます。今後は栽培技術の向上と面積の拡大を図るため、ＪＡと連

携し普及を推進し、産地化を目指していくことが重要だと考えます。また、高度な栽培技術の習

得、構成員の増員を図るためにも、群馬県昭和村のコンニャク専門技術員を招いて認定農業者を

中心に研修することが必要であり、さらに木城町の特産品になるような商品の開発、販売推進を

行い、町内の行事はもちろん町外のイベントなどにも積極的に参加していていくべきだと考えま

す。 

耕作放棄地については、さまざまな施策が行われているが、少子高齢化が進み、地方の人口が

減少する中では厳しい状況と思われます。農地の集積化が進み大規模農家が増えても、小規模農

地では耕作放棄地が増加すると思われます。今後は、ＪＡなどと連携し作物の選定、販売先を確

保し、小規模農地でも生産ができ、利益が出るものを見つけていくことが必要ではないかと考え

ます。また、本町においても、取り組んでいる農地中間管理機構の事業に沿って、担い手の農地

集積、集約化により農地の有効利用や農業経営の効率化を積極的に進めてもらいたいです。 

 以上で、産業建設常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 

○議長（原   博）  次に議会運営委員長、山田秋吉君。７番。 

○議会運営委員会委員長（山田 秋吉君）  議会運営委員会としても、特にご報告することはござ

いません。 

○議長（原   博）  次に議会広報編集特別委員会委員長、中竹義一君。９番。 

○議会広報編集特別委員会委員長（中竹 義一君）  報告します。 

 議会広報編集特別委員会といたしまして、４月の１日、６日、１０日、１３日の日程で編集し

ていきたいと思っております。私の発言も最後でありますので、ちょっと長くしゃべろうと思い

ましたけれども、あと、皆さま方のご協力をよろしくお願いしたいと思います。そして、１３日

には、ペンを置いて議会を終了したいと思います。ありがとうございました。 

○議長（原   博）  以上で、各委員長の報告が終わりました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．委員会の閉会中の継続審査 

○議長（原   博）  日程第５、委員会の閉会中の継続審査を議題といたします。 

 総務常任委員長から各委員会において審査中の陳情第５号、少人数学級の推進などの定数改善
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と義務教育費国庫負担制度の２分の１復元をはかるための２０１５年度政府予算に係る意見書の

提出意を求める陳情書について、会議規則第７４条の規定によって、お手元に配りました申し出

のとおり継続審査の申し出があります。 

 お諮りいたします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査をすることにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  ご異議なしと認めます。よって、陳情第５号は、委員長からの申し出のと

おり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．各委員会の閉会中の調査 

○議長（原   博）  日程第６、各委員会の閉会中の調査を議題といたします。会議規則第

７４条の規定により、議会運営委員長から議会の運営に関する事項、議会の会議規則・委員会に

関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項及び次期定例会・臨時会にかかる事項につ

いて、各常任委員長から所管事務の調査について、議会広報編集特別委員長から議会広報の編

集・調査に関することについて、閉会中の調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。議会運営委員長、各常任委員長、議会広報編集特別委員長からの申し出の

とおり閉会中の調査を認めることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原   博）  ご異議なしと認めます。よって、議会運営委員長、各常任委員長、議会広

報編集特別委員長から申し出のとおり、閉会中の調査を認めることに決定いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（原   博）  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。去る、３月６日に開会され

て以来、本日までの１１日間にわたり慎重にご審議いただき、また執行部におかれましても、特

段のご協力をいただき予定期間内に終了できましたことを厚くお礼申し上げます。これで、平成

２７年第２回木城町議会定例会を閉会いたします。 

 ここで、町長から発言を求められていますので、これを許します。町長。 

○町長（田口 晃史君）  平成２７年第２回定例会に当たり一言お礼を申し上げます。 

 今、議会に上程いたしました議案３６件、諮問１件、３７件につきまして、全て議案のとおり

の議決または認定をいただきまして、深く感謝を申し上げます。なお、ご案内のとおりですが、

今年は地方選挙の年でありまして、議員の皆さま、初め、私もそうですが、議員の皆さまの中に

は今回で退任される方、また次期立候補される方いらっしゃいますけども、立候補される皆さん

につきましては、全員のご当選を、祈願を申し上げたいと思いますし、また今後とも健康にご留
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意いただきまして、ますますのご活躍をお祈り申し上げたいと思います。なお、執行部におきま

しては、私と間腑田課長が、今議会をもって退席といいますか、終わりというようなことでござ

いまして、長い間いろいろとご指導いただきましてありがとうございました。深く感謝を申し上

げます。なお、私事ですが昭和５０年から４０年近く議会に出席をさせていただきました。いろ

いろ申し上げたいこともございますが、１８日に反省会があるということで、その席を借りてい

ろいろ申し上げたいと思います。なお、当面します諸行事につきましては、お手元に配付してご

ざいますので、ご都合いただきましてご出席賜りますようにお願い申し上げまして、お礼のご挨

拶とさせていただきます。 

 本当にありがとうございました。 

○議長（原   博）  議員の皆さんは、控室の方にお願いいたします。 

○事務局長（渕上 達也君）  皆様御起立ください。一同、礼。 

ありがとうございました。 

午前10時03分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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